
 新型コロナウイルスなどの感染症対策としての
ご家庭でのマスク等の捨て方

　新型コロナウイルスなどの感染症に感染した方やその疑いのある方などがご家庭にいらっ
しゃる場合、鼻水などが付着したマスクやティッシュ等のごみを捨てる際は 、以下の 『ごみ
の捨て方』に沿って 、 「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」そして 「ご
みを捨てた後は手洗う」ことを心がけましょう。

•  『ごみの捨て方』に沿っていただくことにより、ご家族だけでなく、皆様が出したごみを扱う市町村の職員や廃棄物
処理業者方にとっても、新型コロナウィルスやインフルエンザウィルスなどの感染症対策として有効です。
•  ごみを捨てる際は自治体のルールに従うとともに、ポイ捨ては絶対にやめましょう。使用済み
のマスク等のごみを捨てる際にも、『ごみの捨て方』を参考に、「ごみ直接触れない」「ごみ袋は
しっかりしばって封をする」そして「ごみを捨てた後は手を洗う」ことに注意しましょう。

①  ごみ箱に袋をかぶせます。いっ
ぱいになる前に早めに②のと
おりごみ袋をしばって封をし
ましょう。

②  マスク等のごみに直接触れる
ことがないようしっかりしば
ります。

※  万一、ごみが袋の
外に触れた場合に
は、二重にごみ袋
に入れてください。

③  ごみを捨てた後は石鹸を使っ
て、流水で手をよく洗いま
しょう。
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ごみの捨て方

【令和２年度愛西市ごみゼロ運動について】
　毎年11月に実施している「ごみゼロ運動」ですが、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止の観点から、参加者および関係者の健康と安全面を配慮し、令和２年度
は中止とします。

【美しい街づくりのために】
　美しい街づくりは、市民一人ひとりが街を汚さないようにし、ごみを拾うことよ
りも捨てない心を養うことが必要です。道路や公園に散乱しているごみは、地域の
美観を損なうばかりでなく、快適な生活環境にも少なからず影響を与えることにな
ります。今後も愛西市の美化運動にご協力をお願いします。

【私有地の不法投棄について】
　私有地に不法投棄をされた場合、津島警察署へ通報してください。土地所有者ま
たは管理者は、管理責任があるため、適正に処理する必要があります。防犯カメラ
の設置や草を刈るなどをして、不法投棄されないための環境づくりを行うことが大
切です。
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